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級
建
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成
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建
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士
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三
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建
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法
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三
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成
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年
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小
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二
級
建
築
士

第
八
百
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

鹿
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俊
五

郎

二
級
建
築
士

第
八
百
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
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三
号
に
該
当
す
る
た
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平
成
三
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年
三
月
二
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八
日

庄
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光
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二
級
建
築
士

第
八
百
五
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九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
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三
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に
該
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す
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た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
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小
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栄

二
級
建
築
士

第
八
百
九
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

鈴
木　

義
雄

二
級
建
築
士

第
九
百
四
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

高
橋　

運
七

二
級
建
築
士

第
九
百
九
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

芳
賀　

進
治

二
級
建
築
士

第
千
二
百
三
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

西
條　

観
一

二
級
建
築
士

第
千
六
百
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

松
野　

陽
一

二
級
建
築
士

第
千
六
百
九
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

伊
藤　

幸
一

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
二
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

熊
谷　

春
治

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
七
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

星　

泰
廣

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
七
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

高
橋　

傳

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
九
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

針
生　

栄
一

二
級
建
築
士

第
三
千
三
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

高
橋　

喜
一

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
八
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

目
黒　

要
一

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
二
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

山
内　

庄
吾

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
七
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

岡　

好

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
七
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

千
葉　

峰
男

二
級
建
築
士

第
三
千
八
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

熊
谷　

直
一

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
五
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

三
浦　

巖

二
級
建
築
士

第
四
千
百
四
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

千
葉　

信
次

二
級
建
築
士

第
四
千
二
百
五
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

菅
井　

豊

二
級
建
築
士

第
四
千
四
百
六
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

三
浦　

義
雄

二
級
建
築
士

第
四
千
九
百
三
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

高
橋　

實

二
級
建
築
士

第
五
千
三
百
九
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

千
葉　

重
夫

二
級
建
築
士

第
六
千
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

佐
々
木　

富

持

二
級
建
築
士

第
六
千
二
百
九
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

山
田　

進

二
級
建
築
士

第
六
千
六
百
七
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

武
田　

清
一

二
級
建
築
士

第
九
千
五
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

八
日

安
達　

幸
雄

二
級
建
築
士

第
一
万
二
百
八
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

平
成
三
十
年
度
震
災
復
興
広
報
強
化
業
務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

震
災
復
興
・
企
画
部
震
災
復
興
推
進
課　

仙
台

市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
河
北
ア
ド
・
セ
ン
タ
ー　

仙
台
市
青
葉
区

五
橋
一
丁
目
一
番
十
号

五　

契
約
金
額　

三
千
七
百
九
十
三
万
五
千
六
百
四
十
八
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
あ
お
い
二
丁
目
百
四
十
五
番
二

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

東
松
島
市
大
曲
字
筒
場
二
十
四
番
地
一

 

菅
野　

亘　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
六
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
的
場
百
三
番
二
、
百
四
番

一
、
百
十
四
番
三

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
高
見
町
二
丁
目
三
十
番
地
の

六

 

株
式
会
社
フ
ロ
ー
ラ　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
遠
山
四
丁
目
十
二
番
二
百
四
十
三
、

十
二
番
二
百
四
十
五
、
十
二
番
二
百
四
十
六
、
十
二
番
二

百
四
十
七
、
七
十
八
番
四
十
三
、
七
十
八
番
五
十
二
、
七

十
八
番
五
十
三
、
百
十
番
三

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一
丁
目
三
番
一
号

 
東
北
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
株
式
会
社　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
館
ノ
内
五
十
三
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

富
谷
市
成
田
四
丁
目
二
十
八
番
地
六
パ
セ
オ
プ
ラ
シ
ー

ド
成
田
Ｄ
二
百
二

 

守
屋　

直
樹　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
八
年
宮
選
管

告
示
第
百
五
十
二
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

み
や
ぎ
政
経
交
流
懇
話
会
の
平
成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

6,694,155

」
を
「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

6,794,155

」
に
、

「本
年
収
入
額

　
　
　
　
　
　
　
　

6,460,000

」
を
「本

年
収
入
額

　
　
　
　
　
　
　
　

6,560,000

」
に
改
め
る
。

３　

本
年
の
収
入
の
内
訳
中

「寄
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  100,000

」
を
「寄

附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  200,000

」
に
改
め
、

「個
人
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  100,000

」
の
次
の
行
に
、

「政
治
団
体
分

　
　
　
　
　
　
　
　

  100,000

」
を
加
え
る
。

５　

寄
附
の
内
訳
中　

「宍
戸
幸
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

100,000　

黒
川
郡
大
和
町

」
の
次
の
行
に
、

「〔政
治
団
体
分

〕

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
四
選
挙
区
支
部

　
　

100,000　

塩
竈
市

」
を
加
え
る
。

　

み
や
ぎ
政
経
懇
話
会
の
平
成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

  603,997

」
を
「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

  703,997

」
に
、

「本
年
収
入
額

　
　
　
　
　
　
　
　

  516,000

」
を
「本

年
収
入
額

　
　
　
　
　
　
　
　

  616,000

」
に
改
め
る
。

２　

支
出
総
額
中

「２　
支
出
総
額

　
　
　
　
　
　
　

  510,188

」
を
「２

　

支
出
総
額

　
　
　
　
　
　
　

  610,188

」
に
改
め
る
。

３　

本
年
の
収
入
の
内
訳
中

「寄
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  500,000

」
を
「寄

附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  600,000

」
に
、

「政
治
団
体
分

　
　
　
　
　
　
　
　

  350,000

」
を
「政

治
団
体
分

　
　
　
　
　
　
　
　

  450,000

」
に
改
め
る
。

４　

支
出
の
内
訳
中

「政
治
活
動
費

　
　
　
　
　
　
　
　

  250,801

」
を
「政

治
活
動
費

　
　
　
　
　
　
　
　

  350,801

」
に
、

「組
織
活
動
費

　
　
　
　
　
　
　
　

  134,683

」
を
「組

織
活
動
費

　
　
　
　
　
　
　
　

  184,683

」
に
、

「選
挙
関
係
費

　
　
　
　
　
　
　
　

   50,998

」
を
「選

挙
関
係
費

　
　
　
　
　
　
　
　

  100,998

」
に
改
め
る
。

５　

寄
附
の
内
訳
中
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「自
由
民
主
党
宮
城
県
支
部
連
合

　
　
　
　
　
　
　
　

350,000　

仙
台
市
青
葉
区

」
の
次
の
行
に
、

「自
由
民
主
党
宮
城
県
第
四
選
挙
区
支
部

　
　
　
　
　

100,000　

塩
竈
市

」
を
加
え
る
。

　

中
山
耕
一
後
援
会
の
平
成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

3,837,787

」
を
「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　

   3,937,787｣

に
、

「本
年
収
入
額

　
　
　
　
　
　
　
　

3,749,000

」
を
「本

年
収
入
額

　
　
　
　
　
　
　

   3,849,000

」
に
改
め
る
。

３　

本
年
の
収
入
の
内
訳
中

「第
７
回
中
山
耕
一
杯
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

　
67,000

」
の
次
の
行
に
、

「そ
の
他
の
収
入

　
　
　
　
　
　
　
　

 100,000

　

選
挙
事
務
所
家
賃

　
　
　
　
　
　
　

 100,000

」
を
加
え
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
二
号
の
一
部
を
次
の
と

お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
仙
台
市
泉
区
第
一
支
部
の
平
成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　

 13,040,278

」
を
「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　

 13,760,278
」
に
、

「本
年
収
入
額

　
　
　
　
　
　
　

  9,851,916

」
を
「本

年
収
入
額

　
　
　
　
　
　
　

 10,571,916
」
に
改
め
る
。

３　

本
年
の
収
入
の
内
訳
中

「寄
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5,330,000

」
を
「寄

附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6,050,000

」
に
、

「団
体
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5,330,000

」
を
「団

体
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6,050,000

」
に
改
め
る
。

５　

寄
附
の
内
訳
中　

「㈱
エ
ス
・
ケ
イ
・
デ
ィ
仙
台
支
店

　

 60,000　

仙
台
市
宮
城
野
区

」
の
次
の
行
に
、

「赤
坂
建
設
㈱

　
　
　
　
　
　
　
　

  720,000　

仙
台
市
泉
区

」
を
加
え
る
。

　

み
や
ぎ
政
経
交
流
懇
話
会
の
平
成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１　
収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

  948,177

」
を
「１　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

1,048,177

」
に
、

「前
年
繰
越
額

　
　
　
　
　
　
　
　

  609,177

」
を
「前

年
繰
越
額

　
　
　
　
　
　
　
　

  709,177

」
に
改
め
る
。

　

中
山
耕
一
後
援
会
の
平
成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１　
収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

2,199,855

」
を
「１　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

2,299,855

」
に
、

「前
年
繰
越
額

　
　
　
　
　
　
　
　

  367,355

」
を
「前

年
繰
越
額

　
　
　
　
　
　
　
　

  467,355

」
に
改
め
る
。

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
三
一
〇
号
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

五

段下

行
後
か
ら

二
〇　

正

及
川
亨
子

　
　
　
　
　
　
　

誤

及
川
享
子

〇
宮
城
県
公
報
第
二
五
〇
二
号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

七

段上

行
後
か
ら

一
一　

正

大
崎
市
古
川
小
野
字
小
髙
一
七

　
　
　
　
　
　
　

誤

大
崎
市
古
川
小
野
字
小
髙
一
一
七


